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事例番号:300336 

原 因 分 析 報 告 書 要 約 版 

 

産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第六部会 

 

1. 事例の概要 

 1) 妊産婦等に関する情報 

初産婦 

 2) 今回の妊娠経過 

特記事項なし 

 3) 分娩のための入院時の状況 

    妊娠 40 週 2 日 

         6:30 陣痛開始のため入院 

4) 分娩経過 

妊娠 40 週 2 日 

    22:07 ｵｷｼﾄｼﾝ注射液による陣痛促進開始  

    22:16 頃- 胎児心拍数陣痛図上､反復する遅発一過性徐脈を認める 

  22:40 頃- 陣痛減弱､高度遷延一過性徐脈､高度遅発一過性徐脈を認め

る 

妊娠 40 週 3 日 

     0:18- 子宮底圧迫法を実施､胎児心拍数陣痛図上､基線細変動の減少､

遅発一過性徐脈､遷延一過性徐脈の反復を認める 

   0:20 頃- 高度遷延一過性徐脈ないし徐脈となる 

     0:38-0:43 子宮底圧迫法併用の吸引を 3 回実施 

     2:10 胎児機能不全､分娩停止の診断で帝王切開により児娩出 

           子宮右後壁は破裂により縦に裂孔あり､左後壁は軽度の血腫形 

成を認める､子宮破裂と診断 

 5) 新生児期の経過 
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  ⑴ 在胎週数:40 週 3 日 

  ⑵ 出生時体重:2900g 台 

  ⑶ 臍帯動脈血ｶﾞｽ分析:実施せず 

  ⑷ ｱﾌﾟｶﾞｰｽｺｱ:生後 1 分 3 点､生後 5 分 3 点 

  ⑸ 新生児蘇生:人工呼吸(ﾊﾞｯｸﾞ･ﾏｽｸ) 

  ⑹ 診断等: 

     出生当日 新生児仮死､胎便吸引症候群 

  ⑺ 頭部画像所見: 

     生後 13 日 頭部 MRI で大脳基底核･両側前頭葉中心に大脳白質の信号異常

を認める 

   生後 8 ヶ月 頭部 MRI で大脳白質の萎縮､脳室拡大を認める 

 6) 診療体制等に関する情報 

  ⑴ 施設区分:病院 

  ⑵ 関わった医療ｽﾀｯﾌの数 

医師:産科医 2 名､小児科医 1 名､麻酔科医 1 名 

     看護ｽﾀｯﾌ:助産師 3 名 

 

2. 脳性麻痺発症の原因 

  ⑴ 脳性麻痺発症の原因は､子宮破裂による胎児低酸素･酸血症であると考え

る｡ 

  ⑵ 子宮破裂の原因および発症時期を特定することは困難であるが､妊娠 40週

2 日 22 時 40 分頃から不全子宮破裂を発症し､妊娠 40 週 3 日 0 時 20 分前後

に完全子宮破裂となった可能性がある｡ 

 

3. 臨床経過に関する医学的評価 

 1) 妊娠経過 

    妊娠中の管理は一般的である｡ 

 2) 分娩経過 

  ⑴ 妊娠 40 週 2 日の入院後の対応(ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝ測定､内診､分娩監視装置装着､抗

菌薬投与)は一般的である｡ 
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  ⑵ 妊娠 40 週 2 日の 20 時 30 分に陣痛発作弱いと判断し､22 時に陣痛促進に

ついて書面にて妊産婦･家族へ説明し同意を得たこと､22 時 7 分より 5%ﾌﾞﾄﾞ

ｳ糖注射液 500mL+ｵｷｼﾄｼﾝ注射液 5 単位を 10mL/時間で持続点滴投与を開始し

たこと､50mL/時間まで増量したこと､および子宮収縮薬投与中の胎児心拍

数連続ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞは､いずれも一般的な対応である｡ 

  ⑶ 妊娠 40 週 2 日のｵｷｼﾄｼﾝ注射液の投与方法について､23 時 22 分以降 23-28

分毎に増量したことは基準から逸脱している｡ 

  ⑷ 妊娠 40 週 2 日の 22 時 38 分頃以降の胎児心拍数陣痛図にて､胎児心拍数波

形が不鮮明な箇所があり､胎児徐脈等の出現も疑われる状態で､医師へ報告

をせず経過をみたこと､および子宮収縮薬の増量を続けたことは､いずれも

選択されることは少ない対応である｡ 

  ⑸ 胎児心拍数の低下が認められ､子宮口全開大､既破水､排臨の状態で､妊娠

40 週 3 日の 0 時 18 分に子宮底圧迫法､0 時 38 分から 0 時 43 分まで｢原因分

析に係る質問事項および回答書｣によると子宮底圧迫法を併用し吸引を 3回

行ったことは一般的である｡ 

  ⑹ 子宮底圧迫法および吸引の適応を診療録に記載していないことは一般的

ではない｡ 

  ⑺ 胎児機能不全､分娩停止にて緊急帝王切開を決定したこと､帝王切開につ

いて妊産婦に書面にて説明し同意を得たことは一般的である｡ 

  ⑻ 帝王切開決定から児娩出までに 1 時間 25 分を要していることは一般的で

はない｡ 

 3) 新生児経過 

    新生児蘇生(ﾊﾞｯｸﾞ･ﾏｽｸによる人工呼吸)､および高次医療機関 NICUへ搬送し

たことは概ね一般的である｡ 

 

4. 今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

 1) 当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

  ⑴ 子宮収縮薬(ｵｷｼﾄｼﾝ注射液)を投与する際の増量間隔については､｢産婦人

科診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ-産科編 2017｣に則して行うことが望まれる｡ 

⑵ 胎児心拍数陣痛図の記録が不鮮明な場合は､胎児心拍数ﾊﾟﾀｰﾝの正常･異常
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の判断のため正確に記録されるよう､分娩監視装置のﾌﾟﾛｰﾌﾞを正しく装着

し直すことや､医師へ報告し超音波断層法等により胎児の健常性を確認す

ることが望まれる｡ 

  ⑶ 吸引･鉗子手技によっても児を娩出できない場合､可及的速やかに緊急帝

王切開を行うことが望まれる｡ 

  ⑷ 観察した事項および判断した内容等に関しては､診療録に詳細を記載する

ことが望まれる｡ 

        【解説】本事例は､｢原因分析に係る質問事項および回答書｣によると､

人工破膜の目的･判断､人工破膜時の羊水の量･性状について

は診療録に記載がなく不明とされており､子宮底圧迫法およ

び子宮底圧迫法併用の吸引実施の適応の記載がなかった｡観

察した事項および判断した内容等に関しては､診療録に詳細

を記載することが必要である｡    

  ⑸ B 群溶血性連鎖球菌ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞは妊娠 35 週から 37 週に実施することが望ま

れる｡ 

        【解説】｢産婦人科診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ-産科編 2017｣では､妊娠 35 週から 37

週での実施を推奨している｡ 

  ⑹ 新生児蘇生については､分娩に立ち会うすべてのｽﾀｯﾌが｢日本版救急蘇生

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2015 に基づく新生児蘇生法ﾃｷｽﾄ｣に則し､より適切な処置ができ

るよう習熟することが望まれる｡ 

        【解説】本事例では､出生直後の経過として人工呼吸に先立って酸素

投与が施行されているが､｢日本版救急蘇生ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2015 に

基づく新生児蘇生法ﾃｷｽﾄ｣の蘇生ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑによると､出生直後

の初期処置後にまず人工呼吸を含む蘇生処置の必要性につい

て評価し､蘇生処置が不要だが努力呼吸や中心性ﾁｱﾉｰｾﾞを認

める場合に酸素投与などの安定化処置必要性を検討すること

とされている｡ 

 2) 当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

    今後は胎児心拍数陣痛図を 5 年間保存しておくことが望まれる｡ 

        【解説】本事例は､妊娠 40 週 2 日 13 時 20 分から 13 時 36 分までの胎
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児心拍数陣痛図が保存されていなかった｡｢保険医療機関及び

保健医療養担当規則｣では､保険医療機関等は､医療および特

定療養費に係る療養の取り扱いに関する帳簿及び書類その他

の記録をその完結の日から 3年間保存しなければならない｡た

だし､患者の診療録にあっては､その完結の日から 5 年間とす

るとされている｡胎児心拍数陣痛図は､原因分析にあたり極め

て重要な資料であるため､診療録と同等に保存することが重

要である｡ 

 3) わが国における産科医療について検討すべき事項 

  ⑴ 学会･職能団体に対して 

  ｱ. わが国における子宮破裂の発生頻度や発生状況について全国的な調査

を行い､子宮破裂の関連因子および発症の予防についての研究を推進す

ることが望まれる｡ 

    ｲ. 国･地方自治体に対して､妊娠中の B 群溶血性連鎖球菌ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞを､｢産

婦人科診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣で推奨する時期に公的補助下に一律に実施できる

制度を構築するよう働きかけることが望まれる｡ 

        【解説】｢産婦人科診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ-産科編 2017｣では､腟分泌物培養検査

(GBS ｽｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ)を妊娠 35 週から 37 週に実施することを推奨

しているが､検査費用の公的補助制度によって同時期の実施

が難しい地域がある｡  

  ⑵ 国･地方自治体に対して 

     なし｡ 


